
奈良県環境総合計画（体系の視点）

フィールド

項 目

山岳～郊外 まち

山岳・森林 田園・里山 河川（水辺） 道、公園等 住宅、商業、工業地等

景観（植栽等）

・眺望阻害、彩り不足
⇒植栽計画の推進
⇒新たな森林環境管理
（①②）

・植栽減少、景観阻害
⇒植栽計画の推進

（②）

・やすらぎ空間減少
⇒植栽計画の推進
⇒きれいな水辺空間づくり
（①②）

・景観阻害、彩り不足
⇒植栽計画の推進

（②）

・彩り不足
⇒植栽計画の推進

（②）

景観（屋外広告物、無電柱化等）

・景観阻害（歴史文化遺産）
⇒無電柱化の推進

（②）

・景観阻害、防災
⇒無電柱化の推進
⇒屋外広告物対策
（②）

・景観阻害（歴史的町並）
⇒無電柱化の推進

（②）

水環境（水質）

・水源涵養機能低下
⇒新たな森林環境管理

（①）

・農地保水機能保全
⇒水量・水質の改善

（①）

・河川環境保全（ワースト）
⇒水質管理、改善

（①）

・池（公園）
⇒景観の保全と活用

（②）

・排水規制、汚水処理施設
⇒監視、事業所指導
⇒処理施設整備推進
（①）

大気環境（NOx、SOx、PM2.5等）
生活環境（騒音・振動・悪臭等）

・排ガス等規制
⇒監視・指導徹底

（⑤）

・排ガス等規制
⇒監視・指導徹底

（⑤）

・環境汚染等未然防止
⇒環境政教評価制度推進

（⑤）

・環境汚染等未然防止
⇒環境政教評価制度推進

（⑤）

・環境汚染等未然防止
⇒環境政教評価制度推進

（⑤）

・環境汚染等未然防止
⇒環境政教評価制度推進

（⑤）

・環境汚染等未然防止
⇒環境政教評価制度推進

（⑤）

温室効果ガス（エネルギー）

・森林の荒廃、管理不足
⇒新たな森林環境管理
⇒県産材活用促進
（①③④）

・温室効果ガス排出削減
⇒省エネ促進（ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ等）
⇒水素ｽﾃｰｼｮﾝ整備
（③）

・温室効果ガス排出削減
⇒省エネ促進
⇒再エネ利活用推進
（③）

有害物質

・健康被害、環境汚染未然
防止
⇒監視・指導、情報発信
（⑤）

ごみ（３R）

・森林の荒廃、管理不足
⇒新たな森林環境管理
⇒県産材活用促進
（①③④）

・ごみ排出量削減、リサイ
クル率向上
⇒３Ｒ推進、プラごみ削減
（④）

ごみ（不法投棄・不適正処理）

・景観阻害、環境汚染
⇒監視体制強化、指導徹底

（④）

・景観阻害、環境汚染
⇒監視体制強化、指導徹底
⇒植栽計画の推進
（②④）

・景観阻害、環境汚染
⇒監視体制強化、指導徹底
⇒植栽計画の推進
（①②④）

・景観阻害、環境汚染
⇒監視体制強化、指導徹底
⇒植栽計画の推進
（②④）

・景観阻害、環境汚染
⇒監視体制強化、指導徹底
⇒植栽計画の推進
（②④）

生物（動植物）

・生息地破壊、管理不足
⇒生物多様性の保全
⇒新たな森林環境管理
（①⑥）

・生息地破壊、荒廃農地
⇒生物多様性の保全
⇒地域活性化
（②⑥）

・生息地破壊、水質保全
⇒生物多様性の保全
⇒水循環の再生
（①⑥）

・公共事業の環境配慮
⇒生物多様性の保全
⇒環境影響評価推進
（①⑥）

・地域資源としての活用
⇒生物多様性の保全
⇒自然環境の保全・再生
（②⑥）

防災

・多面的機能低下
⇒新たな森林環境管理
⇒災害に強い森林づくり
（①③）

・多面的機能低下
⇒ため池治水施設整備
⇒水田貯留施設整備
（③）

・洪水浸水被害の防止
⇒ダム、遊水池整備
⇒防災情報の提供
（③）

・インフラによる防災整備
⇒道路無電柱化
⇒公園整備による暑熱対策
（②③）

・県民等の理解、周知
⇒熱中症予防等の周知
⇒災害時の避難所整備
（③）

連携・協働（市町村等）

・人材の育成と活用
⇒フォレスター任命
⇒環境教育指導者養成
（①⑦）

・地域の活性化
⇒新たな観光の創出
⇒植栽計画の推進
（②⑦）

・実践活動の促進
⇒自主的な活動促進
⇒植栽計画の推進
（②⑦）

・実践活動の促進
⇒自主的な活動促進
⇒植栽計画の推進
（②⑦）

・実践活動の促進
⇒自主的な活動促進
⇒植栽計画の推進
（②⑦）

１段目 ： 主な課題

２～３段目 ： 主な対策

４段目
： ７本柱

（①健全な水循環の構築 ②景観の保全と創造 ③脱炭素社会の実現 ④循環型社会の構築 ⑤安全な生活環境の確保 ⑥生物多様性の保全 ⑦人づくり・地域づくりの推進）

資料３


